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はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　1．合併の経過3）

2006（平成18）年3月6日、旧上田市、旧丸子　　　平成16年10月の第1回合併協議会から平成18年

町、旧真田町、旧武石村の4市町村は地方分権改　　9月の第14回合併協議会と2年間に渡っての、事

革推進法による国の方針に基づき対等合併をし　　業や組織等の協議を経て、平成18年10月1日に新

た。この市町村合併の半年後の10月1日に旧4市　　しい上田市社協が発足した。この間、4市町村社

町村の社会福祉協議会（以下「社協」という）が　　協の正副会長会議i14回、事務局長会議i24回、実務

合併して上田市社協として再出発をした。　　　　　者会議が多数開催され、新社協の実施する事業等

市町村合併は「行政業務の市場化（公から民　　が決定された。

へ）や分権化（国から地方へ）で行政のスリム化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．新社協の事業、組織、職員、予算4）

（小さな政府化）と人的コストの削減を図り、グ

ローバルな市場競争に打ち克つ中央集権的市場社　　　旧4市町村社協が実施していた84事業は、行政

会化を推進することであり、このために、地方の　　へ移管する、廃止する、拡大する、継続するとい

国からの財政的自立、縮小する行政サービスを埋　　う4分類化がなされた。

めるための行政と住民の協働によるまちづくり、　　（1）事業

自立支援の理念の下での国の策定した基本方針に　　ア、行政へ移管する事業

従っての地方自治体による実施計画の立案・実施　　　日赤社員、災害援護事業、民生児童委員事務

等が求められている。」ものである1）。このこと　　局、赤十字奉仕団事務局、保護司事務局、更生保

は、行政からの補助事業や委託事業も多く、行政　　護女性会事務局、民友会の7事業である。これら

と密接な関係がある市町村社協にも大きな影響を　　7事業は、旧4市町村において、行政または社協

与えるものである21。　　　　　　　　　　　　　が行っていたものを統一して行政へ移管すること

本稿は上述した点を踏まえて、合併前の4市町　　としたものである。

村社協と合併後の新社協を、事業、組織・職員、　　イ、廃止する事業

予算面で比較し、合併によって変化した点、およ　　　生活支援型ホームヘルパー派遣事業、身体障害

び、新たに生じた課題を明らかにし、課題を解決　　者居宅介護i等事業（支援費）、知的障害者居宅介

し更なる発展を遂げるために新社協が取り組むべ　　護等事業、（支援費）、児童居宅介護等事業（支援

き活動について考察するものである。　　　　　　費）、行路人・法外援護事業、福祉用具貸与事
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業、姉妹都市交流事業の7事業である。　　　　　　して苦情解決制度の利用を支援するに止まらず、

廃止の主たる理由は、介護保険事業の縮小のた　　広く、福祉サービスに関する苦情解決システム

めである。合併直前の9月末に廃止された、訪問　　は、事業者に苦情を申し入れる方法だけではな

介護（ホームヘルパー派遣）事業、訪問入浴事業　　く、事業者に申し入れにくい者については、都道

も同じ理由である。　　　　　　　　　　　　　　　府県社協に設置されている運営適正委員会へ直接

介護i保険事業の縮小は、平成18年3月に策定さ　　申し出ができることを周知徹底させることが必要

れた『上田市社会福祉協議会将来構想』（策定委　　である。利用者の苦情を顕在化させ、事業者がそ

員は丸子町区長会長、上田市健康福祉部長、武石　　れを認識し改善することによって、サービスの質

村民生児童委員協議会長等6名で構成）に基づい　　の向上が図られるのである。また、認知症の高齢

ている51。「介護保険サービスのうち、民間介護事　　者の増加や脱施設化の流れの中で、地域社会で生

業者の提供により充足している部門については、　　活する判断能力の低下している利用者が増加して

利用者や地区の実情を十分に踏まえて事業を縮小　　いくことは明白であり、分かりやすく情報を周知

します。」（23頁）と明記されており、さらに、社　　徹底していく方法を創意工夫することは、地域福

協の行っている介護保険事業は、民間介護保険事　　祉推進のためにも重要である。

業者との競争の中で、利用者数、および、収入が　　ウ、拡大する事業

減少していることを背景として「他の民間介護事　　　旧4社協のうち1部の社協が行っていた事業を

業者と競争し、介護保険サービスの質の向上を図　　拡大して、新社協の事業として全市民を対象とし

ることも重要ではありますが、ボランティアや有　　て行うものである。災害救援ボランティアセン

償福祉サービスの効果的活用や、住民のニーズ調　　ター事業、小中学生福祉体験教室等ボランティア

査など、市民が本当に求めている「社会福祉協議　　部門で10事業、有償在宅福祉サービス事業、児童

会」とは何か、「個々の住民の生活を支える」と　　相談事業等地域福祉部門で7事業、高齢者学園事

いう社会福祉協議会の役割に沿って、それを的確　　業等施設部門で3事業、身体障害者ディサービス

につかみ、事業に取り組むべきときが来ていると　　事業等在宅介護i部門で3事業の合計23事業であ

考えます。」（21頁）と提言されている。民間介護　　る。

事業者は、ともすると効率性を求めるが、社協は　　　合併により、サービス種類が増えた地域が生

公共性の強い性格から、質が保証されたサービス　　じ、合併のプラス効果が見られるが、しかし、拡

を提供する使命があり、競争原理の中では、社協　　大した事業を利用し易くするための対応も必要に

の事業の存在が、民間介護事業者のサービスの質　　なってきている。例えば、身体障害者ディサービ

の低下を抑止する効果が期待できる。　　　　　　　ス事業は、施設が旧上田市の一箇所だけであるの

しかし、上田市には社会福祉法人、医療法人、　　で、合併で広範囲となった地理的条件の中では、

株式会社等の35の民間介護事業者があり6）社協が　　各地域に分園を設置するか、または、移送手段を

撤退しても、サービス供給の量的側面では支障を　　確保する等のサービス提供を工夫することによ

きたさないこと、また、「民間企業の人件費は事　　り、全地域の住民が等しく利用できるようにする

業費全体の50％が多い中、上田市社協の場合は　　方策が求められる。また、社協の管轄地域が広範

70％台で赤字経営になっている状況であった。」7）　囲となるので、事業の展開も集中させて効率よく

という中で、ホームヘルプ事業の発祥の地であ　　実施するだけではなく、人口規模の小さな地域住

る8）上田市社協が事業の廃止を決断したのであ　　民が参加しやすいように、地域に密着した形で行

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うことが重要になってくるであろう。

このような理由で上田市社協が訪問介護事業か　　　（2）組織・職員

ら撤退したのであるが、社協が撤退したことによ　　　合併前の4市町村社協は、合併後地区センター

り上田市内の訪問介護事業の質が低下しないよう　　と名称を変え、縮小した介護i保険関連事業部門を

な活動にも配慮する必要がある。そのためには、　　除いてはほぼ現状維持の形で発足している。しか

地域福祉権利擁護事業の中で、個々の利用者に対　　し、継続する事業の中には「平成18年度から3年
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間の福祉計画の結果による。」、「平成20年度から　　るので、平成20年度以降どのように変化していく

は指定管理者制度を導入する。」という条件付の　　のかを注視していく必要がある。

事業があり9）、また、平成19年1月から経営委員　　　しかし、冒頭に述べたように、厳しい財政状況

会と地域福祉委員会を設置し、新社協の今後のあ　　下での市町村合併に伴う社協の合併であるので、

り方を検討し、19年度中に結論を出すこととなっ　　行政からの補助・委託の減少に対応した独自の財

ている1°）。従って、20年度以降に組織等が変更さ　　源確保が今後の社協の課題となるであろうこと、

れる可能性がある。　　　　　　　　　　　　　また、厳しい財政下では、人員や事業の効率化を

職員数は、合併前の4市町村社協の合計223人　　求められることに加えて、前述したように合併に

「嘱託、臨時、パートを含む）が新社協は167人　　よって管轄地域が広範囲となった条件の中で、い

と56人の減少である。これは、旧上田市と旧丸子　　かにして、人口が少なく交通の便が悪い地域の住

町が合併前日に訪問介護事業等から撤退したた　　民も参加可能になるような、地域に密着した福祉

め、旧上田市で35人、旧丸子町で21人の減少と　　の推進ができるかが課題となることを予測して考

なったことが主たる要因である。　　　　　　　　察をしていきたい。

役員数は、合併前の217人から、合併後は49人　　　（1）財源確保

と168人の大幅減少となっている。内訳は、理事　　　①財源確保と住民の理解

が58人から15人へ、監事が8人から2人へ、評議　　　4市町村の合併に伴って社協の合併が生じた。

員151人から32人へと減少になっている。　　　　　市町村合併推進の大きな理由のひとつに厳しい財

（3）予算　　　　　　　　　　　　　　　　　　政状況がある。国・地方自治体を合わせた債務残

平成19年度当初予算は、収入が6億4千72万円　　高が700兆円を越えている中で、今後も、行政か

で、平成18年度の4市町村社協の当初予算合計の　　らの補助金や委託金が減少していくことは予測し

7億7千957万円の82％で、ユ億3千884万円の減　　ておく必要がある。前述したとおり、平成19年度

額となっている。この理由は、介護保険収入が3　　の上田市社協の当初予算では、市からの補助金と

億4千83万円から2億2千814万円と1億1千268　受託事業収入で約2千万円の減額である。このよ

万円の減額で率にして33％の減少である。この額　　うな状況の中で、財源確保をしていくためには、

は総収入の減額の81％を占めている。このため、　　一つの方策として会費収入の増加を目指すことが

予算収入の構成比では介護保険収入が43．5％から　　考えられる。合併に伴って、人口の75％を占める

35．6％へと減少している。このほかの収入減は、　　旧上田市の会費500円へと統一し、旧3町村が

市からの補助金が1千284万円、受託事業収入が　　1000円の会費を切り下げた。このことは人口規模

990万円と両者で減額の17％を占めているが、こ　　が小さいところは、社協活動が住民から理解され

れは、一部の町村社協が実施していた事業を行政　　易く協力も得易いことを示していると言えるであ

に移管するなどの整理をしたことによるものであ　　ろう。逆に言えば人口規模が大きくなるほど、社

る。しかし、冒頭に述べたように、厳しい財政状　　協活動の住民理解が得にくくなるということであ

況の中で、今後とも、補助金等の減少は予測して　　る。「市町村社協の特徴は、対象分野や援助方法

おくことが必要であり、財源確保が課題となって　　を限定しない総合性にあるといってよい。そのこ

こよう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　とが見えにくさを生み出しているといえ、社協組
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　織そのものの認知を高める取組みの必要性も叫ば3．今後の課題と課題克服のための考察　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れている」11）とも指摘されており、会費の値上げ

訪問介護事業、訪問入浴事業からの撤退という　　を目指すことは、住民主体の社協活動をいかにし

大きな変化はあったが、合併による変化は今のと　　て住民に分かり易く推進していくかということと

ころ少ない。この理由は「平成18年度から3年間　　連動していることを、合併により人ロ規模が大き

の福祉計画の結果による。」等の条件付の継続事　　くなり、住民の理解と協力を得る取組みが一層必

業があり、また、平成19年1月から、委員会を設　　要になったことを踏まえて課題提起としておきた

置して新社協のあり方を検討しているところであ　　い。
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②事業の創出と充実強化　　　　　　　　　　なる地域である。住民意識については、社協会費

介護i保険法の改正、障害者自立支援法の制定等　　を旧武石村のユ000円を旧上田市の500円に統一し

により社会福祉の諸制度が急速に変革されている　　たことは旧上田市民の意識を考慮したためといえ

現在、新たなニーズの発見に努め、制度の隙間を　　るであろう。住民生活に密着している自治会を見

埋めるサービスの創出、及び、既存の事業で今後　　ても、数百人から数十人以下の自治会が存在して

必要度の高まるであろう事業の積極的展開を図る　　いる。これらの違いが生じている現状を基盤とし

ことが必要である。平成19年度上田市社協の事業　　て地域福祉推進に取り組むという認識が重要であ

計画に「介護保険事業関係については、総合的予　　る。住民は今までこの自治会で地域生活をし、交

防介護、生きがい事業を展開します。また、認知　　流をしてきたのである。ここを重視して、どのよ

症高齢者など判断能力が十分でない方々の金銭管　　うにして脆弱した共助機能を向上させていくの

理や預かりサービスを行う地域福祉権利擁i護事業　　か。その後、小規模の自治会が協働して地域福祉

は、重要性を増しておりますので、成年後見人制　　活動を推進していくことによって自治会規模の拡

度の啓発とあわせて利用者の権利および、利益の　　大を図り、効率化を実現していくという手順を踏

保護iをしてまいります。」と明記されている。介　　むことを重視すべきであろう。このことを強調す

護保険の改正により、介護認定が変更されたため　　るのは、広域化による効率効果を急ぐ動きを感じ

にサービス量が減少した高齢者の生活状態を調査　　るからである。

し、サービス量の減少によって生じた生活問題を　　　平成15年に上田市、丸子町、真田町、武石村任

把握し、有償ボランティア事業の拡充強化や新た　　意合併協議会が策定した『新市将来構想』に「住

なサービスの開発に努めること。また、社協自身　　民自治は、住民が積極的に社会にかかわることに

が成年後見人になる仕組みの創出。さらには、高　　よって生み出すものです。ここでいう社会とは、

齢社会の進行に伴う認知症高齢者の増加や障害者　　古くからの「向こう三軒両隣」に象徴される地域

自立支援法により地域で暮らす障害者の増加の動　　的結合ばかりではなく、交通、通信手段の発達に

向を考えると、日常の金銭管理が容易になるため　　よって可能となった多くの「価値観共有による結

の地域福祉権利擁護事業や、就労・通所作業以外　　合」とが重なって成り立っているものです。」（22

の時間の活用としての余暇活動事業の充実強化の　　頁）と現在の自治会の拡大を示唆している。しか

必要性は大きなものがあろう121。また、合併で地　　し、他方、平成17年度に旧上田市と旧上田市社協

理的条件が拡大したことにより、高齢者・障害者　　が合同で策定した『上田市地域福祉計画』には、

の移動手段のニーズも増加するであろう。　　　　　地域福祉推進研究モデル自治会活動の反省・課題

真に住民のニーズに対応する事業を創出すれ　　として「地域での支えあいの基本は、友好な近所

ば、応益負担であっても利用するであろうし、ま　　づきあいであり、そのためにも近所での会話や声

た、住民の評価が高い事業であれば行政の助成も　　かけを実践したい。」（57頁）と報告されている。

期待でき、財源を確保しながら事業を推進するこ　　財政事情と合併による広域的推進が重なって、効

とが可能となるのである。市町村合併や、障害者　　率化が優先される危惧もあるが、新市将来構想が

自立支援法等による社会福祉制度の変化の激しい　　示唆している方向を急がないで、地域社会の共助

今こそ、地域の実情に応じた活動ができ、また、　　機能を高めるための「友好な近所づきあいを作

制度に制限されない柔軟な活動ができる社協が住　　る」という現状をしっかり見ることが重要である

民のニーズを的確に把握し、ニーズに応じた新し　　と考える。

い事業を創出する時であり社協発展のチャンスと　　　共助機能の脆弱の現状は、上田市の隣の東御市

いえるのではなかろうか。　　　　　　　　　　　が平成18年に実施した住民アンケートからも見ら

（2）地域に密着した福祉の推進　　　　　　　　れる。アンケート結果では「隣i近所の助け合いが

①小地域福祉活動の推進　　　　　　　　　　　　必要と思う」が83．26％であるが、「家族の世話、

人口12万人余の旧上田市と4千人余の旧武石村　　家事等を頼む、頼まれる」が4．94％「困りごとを

では、人口規模を始めとし、地形も住民意識も異　　相談しあう」が15．32％、両項目の合計で約20％
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であり、地域社会の共助については、住民が望ま　　4チームが5～8地区を分担している。さらに、

しいと思っていることと現実が大きく乖離してい　　市民と市職員が共同して研究・協議していく「地

るのが現状である13）。　　　　　　　　　　　　　　区福祉ひろば運営協議会」を設置し、意見交換や

幸い、旧上田市社協は、自治会単位の「小地域　　職員研修等を行っている16）。

ネットワーク」を地域福祉推進母体として位置づ　　　福祉ひろばの活動を通じた地域福祉づくりへの

けて活動してきている’4）。しかし、前述の『上田　　効果として「①地域に潜在的にあった人材やグ

市地域福祉計画』では「役員が短期間で交代して　　ループを発掘し活性化するとともに、地域の多く

いる現状では長い視野での活動が困難となってい　　の団体・組織のネットワークをつくりつつある。

ます。このため、地域ネットワークの事務局的立　　②福祉は特別なことではなく日々の暮らしの質を

場（専従的立場）で地域活動を支援し、企画・推　　高め、誰もが幸せになることであるという住民の

進していく専門機能が求められます。」（24頁）と　福祉に対する意識に変化を促した。③住民が行政

して、自治会単位の地域福祉活動を推進するシス　　依存を脱し、自らが考え行動していくという主体

テムづくりを課題としている。この課題について　　的な意識が生まれつつある。④地域における女性

は、松本市の「福祉ひろば」の運営が参考になる　　と男性の役割分担の変化が起こり、女性と男性が

であろう。課題について論じる前に、「小地域ネ　　協働して地域の中で活動を行うなど、地区福祉ひ

ットワーク」活動の参考に資するために、「福祉　　ろばは、単に福祉に止まらず、福祉を中心とした

ひろば」について少し記述しておきたい。　　　　地域づくりへと発展している。」と松本市福祉ひ

松本市は福祉を中心とした地域づくりを目指し　　ろば事業の効果等に関する調査・研究（平成11年

て、日常生活圏の29地区（ほぼ、小学校区）に福　　度高齢者ケア未来モデル事業）に基づき評価がな

祉ひろばを設置し、健康相談や介護予防事業など　　されている17）。この中で、特に、福祉から福祉を

主として高齢者を対象とした事業を実施してい　　中心とした地域づくりに発展している点を注目し

る。「福祉ひろばは、これまで50年以上にわたっ　　たい。住民の主体的参加や学習を基盤とした福祉

て松本市の公民館が築き上げてきた成果を土台と　　活動の継続が、日々の暮らしの質の向上へ目が向

して活動が行われてきた。福祉ひろばの原則であ　　いていき、自分達が暮らしている地域づくりへと

る「身近な地域」や「住民主体」、「地域づくりの　　発展している。上田市社協も多くの福祉事業を実

発想」などは、公民館の理念から学んだものであ　　施しているが、合併により種々の条件の異なる地

る。…　行政が一方的に押し付けるのではな　　域で展開するそれぞれの事業が、福祉のまちつく

く、市民と市が言義論しながら進めることも公民館　　りにどのように機能しているかを評価し、住民が

では当たり前の理念であった。福祉ひろばは、　　主体的に参加する方法や、事業推進の過程に地域

「公助」の最前線、「自助」の支援センター、「共　　の福祉課題について学ぶ活動を組み込む等事業の

助」の拠点としての機能を持っている。その特徴　　実施方法について、合併を機として更に検討を深

は、住民が主体となって運営を行うことと、学習　　めていくことが必要であろう。

を基盤とした福祉づくりにある。」15）とし、公民館　　　上田市社協の課題である地域福祉活動推進シス

活動の成果から学び、住民参加、住民と行政との　　テムづくりについて福祉ひろばから学び得る点

協働を推進し、さらに、自助、共助、公助を総合　　は、一つにはコーディネイターの配置である。こ

的に実践する場として位置づけ、福祉づくりのた　　れは、上田市社協の課題である自治会役員が短期

めに学習活動を重視している。　　　　　　　　　間で交代することへの対応策として、一定規模の

推進体制として、地区役員を中心とした運営組　　地域ヘコーディネイターを配置し、役員の交代に

織を設け、住民が推薦したコーディネイター（嘱　　左右されない体制づくりができること。二つめに

託ないしは臨時）が地区の住民と共に事業を展開　　は地域推薦のコーディネイターを保健師等の専門

している。この活動を支援する「事業推進チー　　職が支援していることである。地域福祉推進には

ム」を行政組織の中の福祉計画課に設置してい　　ニーズの把握から資源の開発に至るまでのソーシ

る。チームは保健師と専門員の2人で構成され、　　ヤルワークの視点が必要であるので、専門職によ
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るスーパービジョンが重要であり、専門職は地域　　できるのではなかろうか’9）。

福祉を推進できるソーシャルワーカーが適任であ　　②地域協議会と社協の連携

る。三つめには市民の声を聞く「運営会議」の設　　　地方自治法第202条の6に基づき、市町村合併

置である。地域住民が主体的に地域福祉づくりに　　に対する住民不安を解消し、住民の自治意識の高

参加するためにも、また、利用者が利用し易い制　　揚や住民協働の体制づくり等を目的とした「上田

度にするためにも市民の声を聞くことが必要であ　　市地域協議会」が新設された。公募委員を含め20

る。ここで重要なことは、どのような方法で、ど　　人以内で構成され、市内9箇所に設置されてい

のような市民から声を聞くかということである。　　る。この協議会は、地域づくりに関する事項、行

『上田市社会福祉協議会将来構想』に「地域役　　政に関する事項等を調査・研究し、市長に意見を

員三者懇談会（自治会長または区長、民生児童委　　述べることができるようになっている。具体的に

員、福祉推進委員で構成）を開催し地域のあらゆ　　は、合併協定書の合意事項の見直し、公共施設の

る問題を共有化し、解決方法を探ることは必要不　　設置・廃止、地域づくりに関する事項、行政との

可欠です。三者懇談会を開催し、潜在的な問題を　　協働に関する事項などである。合併協議書の合意

掘り起こし、支援の方向を検討します。」（9頁）　　事項の中には福祉に関する事項も含まれ、公共施

とあるが、三者懇談会でどこまで住民の声が把握　　設には福祉施設も含まれる。現に、第2回武石地

できるのであろうか。「よく言われる「連絡調整」　域協議会では子育て支援拠点施設の建設が協議さ

や「組織化」の中身は、住民、当事者、関係者な　　れており、また、第5回神科・豊殿地域協議会で

ど様々な人々が向き合っての話し合いの場面作り　　は、地域に根ざした医療・福祉の充実、地域ボラ

であり、話し合いの中から「連携」や「サービス　　ンティアの充実、地域の子どもの安全と育成活動

といった何かが生み出されるのである。そのきっ　　の充実が協言義されている2ω。この様に、地域協言義

かけづくりをし、繋ぎ、情報を媒介させることが　　会の協議内容は、社協の地域福祉の推進と重なっ

社協事業の本質でもある。」18）と住民等との直接の　　ているのである。従って、社協の地域福祉づくり

話し合いを行うことの重要性の指摘がある。住民　　は地域協議会と密接な連携の下で推進されるべき

が自らの生活問題を考え、その問題が地域の共通　　である。

課題であることを学び、問題解決のために行動を　　　しかし、「上田市高齢者保健福祉総合計画、地

起こすという一連のプロセスが地域福祉の推進で　　域福祉計画加えて社会福祉協議会作成の地域福祉

あると考えると当初から住民参加を促す活動が社　　活動計画も従来の策定方式を踏襲したままで地域

協に期待されているのではなかろうか。そのため　　協議会の議論とは全く無関係に作成されてい

には、76の多くの事業を実施している上田市社協　　る。」2D現状である。

であるので、事業実施の過程において幅広い年齢　　　社協が地域協議会と連携をとることには、二つ

階層の住民が参加できるような工夫をすることに　　の意味があると考えられる。一つめは、社協が把

よって「住民参加」が拡大できるのではなかろう　　握している福祉課題を地域協議会に繋げることに

か。例えば、高齢者学園のボランティアに子育て　　より、双方に関わっている住民がその課題解決の

中の女性に参加してもらい、その間の保育を中高　　活動に参加することができ、住民参加の福祉のま

年の女性がボランティアで担うというような複合　　ちづくりの輪が広がり、多くの住民が関わるよう

的なボランティア活動の推進が考えられる。この　　になるとともに、地域協議会の市長に意見を述べ

ことにより、一つには、高齢の利用者、育児中の　　る機能を活用して、地域課題を行政に反映させる

女性、中高年の女性といった幅広い年齢階層の住　　ことにより、行政と住民の協働による課題解決の

民のニーズの把握ができること。二つめには、育　　推進が行い易くなること。二つめは、社協のソー

児のレスパイト事業としても位置づけることがで　　シャルワークの専門性が問われている点である。

き、また、育児の伝承機能を果たすという効果も　　福祉の課題は、障害者を例にとれば、道路の段差

期待できる。このような発想により多くの住民の　　解消、バリアフリー住宅の建築等生活全体に関

参加が促進され、また、新しい事業の展開も期待　　わっており、「住民参加の福祉のまちづくり」は
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福祉の視点だけではなく、その地域の住民誰もが　　づくりの課題と福祉の課題が重なり合っているこ

住み易い地域社会づくりと重なるものであり、地　　とを明らかにし、その解決のためには、コーディ

域協議会の「住民協働の体制づくり」と一体的に　　ネイターを配置した長期的視野に立った取組みが

推進しなければならないはずである。福祉事業の　　必要であることを、地域住民とともに学び、考

継続から地域づくりへと発展している松本市の福　　え、地域住民が協働して地域づくりを実行する態

祉ひろばから学び、福祉活動と地域の生活課題の　　度を養い育てるために、ソーシャルワークの実践

解決のための活動は関連しているという視点に立　　を展開することが必要である。その過程でコーデ

ち、地域協議会に関わる人々をも巻き込んで、地　　イネイターの設置が地域づくりに重要であること

域の生活課題を共に考え、その課題解決の行動を　　を地域協議会を通じて、市長に意見を述べること

地域福祉の推進に繋げ、誰もが住みやすい福祉の　　により、行政の施策として設置することが可能と

まちづくりを実践していくためには、「地域を組　　なるであろう。

織化」する社協のソーシャルワークの専門性が期　　　ホームヘルプ事業の発祥の地である上田市社協

待されているのではなかろうか。　　　　　　　　が訪問介護事業から撤退し、「住民ニーズに沿っ

て個々の住民の生活を支えるという社協の役割」

おわりに　　　　　　　　　　　　　　　　　　に重点を移した活動へ方向転換し新しい歩みを始

合併後1年に満たない現在、合併による大きな　　めたところである。社協活動を住民の目に見える

変化は見られないが、社協のあり方の検討が進行　　形で推進することにより会費の増収を図るなど活

しており、また、平成18年度からの福祉計画の結　　動と財源確保を結合させ、また、地域協議会との

果により継続の是非が決まる事業もあり、この2　　連携等により住民参加を促進し、「住民参加の福

～3年の間に変化が生じることも有りうる状況で　　祉のまちづくり」を先進的に推進して、県内市町

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村社協のモデルになるような発展を期待したい。

合併による事業の整理により市からの補助金・

委託金が約2千万円減少し、さらに、平成20年度　　、、
》王

からは指定管理者制度を導入する事業もあり・財　　1）海野恵美子（文責）．野村健一郎「町村合併後の新

源の厳しさが進行することが予測されるところで　　　上田市における国保．介護保険運営と「健康で元気

ある。厳しい財源の下での運営については・社協　　　なまち創り」について」『長野大学紀要』第29巻第2

活動を住民の目に付く形で推進することで会費の　　号P．139

増収も可能になること、福祉諸制度の改正に伴っ　　　　本稿は長野大学地域研究助成事業による海野と筆

て生じる新たなニーズへ対応する事業の拡充・創　　　者との上田市の合併に関する共同研究のうち社協の

設によって発展させることが可能となるであろ　　部分をまとめたものであるので、上記の海野（文

う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　責）の報告と併せてご一読いただきたい。

合併による広域化や財政難の中での効率化への　　2）大橋謙策が「従来のように・行政の補助的機能と

対応として、複合的ボランティア活動の推進や、　　　して市町村社会福祉協議会が位置付けられ」（山本主
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税・川上富雄編著『地域福祉新時代の社会福祉協議地域協議会との連携による住民参加の拡大への取

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会』中央法規　2003推薦のことば）と述べている
gみなどの創意工夫によって、「住民参加の福祉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ように社協は行政の補完的役割を担っており、行政

ﾌまちづくり」を前進させることにより社協活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と密接な関係がある。また、財源から見ると「1999

の充実が図られるであろう。　　　　　　　　　　　年度の市区町村社協の市区町村からの補助金は

また・自治会役員の交代により長期的視野に　　　22．7％、市区町村受託金が48．8％合計71．5％」であ

立った「小地域ネットワーク」の推進が困難と　　　る。（山本隆『福祉行財政論』中央法規2002．12．25

なっている課題については、松本市の福祉ひろば　　　P．232の表7－2）このように社協は機能的にも財

から学び、一定の地域に長期的な活動ができるよ　　　源的にも行政と密接な関係があり、行政の動向に左

うにコーディネイターを配置することも必要であ　　　右される要素を多く抱えていると言える・

ろう。そのためには、地域協議会と連携し、地域　　3）平成18年度上田市、丸子町、真田町、武石村社
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会福祉協議会事業報告資料『合併項目一覧』　　　　行することが県の政策として推進されており、さら

（2006．11．22開催の第2回理事会・評議員会で提供）　　　に、脱施設化の内容を盛り込んだ障害者自立支援法

この資料は、旧4市町村社協が実施していた事業　　　の施行により、地域で生活をする知的障害者は増加

の統廃合等が示されている。また、上田市社協への　　　している。「施設には友達がいたが、地域では淋し

訪問調査により、統合理由等を確認している。　　　かったので、優しくしてくれる人の言うことを聞い

（2007．3．21訪問）　　　　　　　　　　　　　　　　　てしまった。」という被害者の声をニュースで聞いた

4）前掲3）の提供資料「平成19年度当初予算大分類　　　ことがあるが、彼らが地域社会で豊かな人間関係を

表』と「平成18年度当初予算大分類表（旧4社協合　　　築けるように余暇活動などを通じた支援を、騙され

算）』の比較分析による。　　　　　　　　　　　　　　ないようにするための学習活動と共に、福祉のまち

5）合併半年前の平成18年3月に新上田市社会福祉協　　　づくりを推進している社協が実施することを求めら

議会将来構想委員会で策定された。委員は丸子町区　　　れているのではなかろうか。

長会会長、武石村民生児童委員協議会会長、上田市　　13）『東御市地域福祉計画』長野県東御市　2007．3

役所健康福祉部部長等6名である。　　　　　　　　　　　P．16～17

6）一ヒ田市介護i保険課からの市町村合併後の介護事業　　14）平成3年度、全国で最初に指定された「ふれあい

者数の聴取による（2007．5．6）　　　　　　　　　　　　のまちづくり事業」の運営組織として「小地域福祉

7）「介護保険2事業撤退へ」『信濃毎日新聞』　　　　ネットワーク」を全自治会で整備することを目指し

2006．5．12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ている。（『上田市地域福祉計画』上田市・上田市社

8）昭和31年「家庭養護婦派遣事業」として、主婦が　　　会福祉協議会　2005　P．2）

疾病等により、家事対応ができない家庭へ派遣する　　15）大森彌・菅原弘子編著『市町村が挑む高齢者ケア

ことで始まり、昭和38年に「老人家庭奉仕員派遣事　　　～未来モデル事例集～』ぎょうせい　2001P，64

業」に改正された。（『住民と共に歩んだ50年』上田　　16）前掲15）P．65

市社会福祉協議会　2006．2，20P．186）　　　　　　　17）前掲15）P．68

9）上田市から受託している「高齢者福祉センター事　　18）前掲ll）P．22

業」「児童館受託経営事業」「福祉センター管理事業」　　19）［少子化対策のお手本と注目される福井県は保育士

は平成20年度から指定管理者制度が導入される予定　　　や看護i師など子どもに関連する有資格者をマイス

になっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ターとして登録し、子どもを対象とするボランティ

10）平成19年1月16日から平成20年1月15日まで、理　　　ア活動を行い、高齢者向けの介護サービスを行う部

事・評議委員の中から各10名の委員を委嘱し、「経営　　　屋の隣で就学前までの子どもの一時預かりを行って

委員会」と「地域福祉委員会」を設置して、今後の　　　いる。］（「シルバーママが育児応援」『読売新聞』

運営・活動のあり方を検討している。　　　　　　　　　2007．8．9）この様に、人材も、場所も工夫すること

11）山本主税・川上富雄編著『地域福祉新時代の社会　　　によって、少ない費用で効率よく事業の拡大ができ

福祉協議会』中央法規　2003P．4　　　　　　　　　　るのである。

12）長野県内の知的障害者を含む判断不十分者からの　　20）インターネットの上田市ホームページ「地域協議

悪徳商法や消費者金融に絡む相談件数はこの3年間　　　会」に各地区地域協議会の会議i概要が掲載されてい

でほぼ倍増となっている。（『悪徳商法で知的障害者　　　る。（2007．10．6現在）

ら被害』信濃毎日新聞2005．1．25）2003年度から長野　　21）前掲1）P．141

県においては知的障害者施設入所者が地域生活へ移
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